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１．は じ め に

ポーランドの欧州統合委員会（Urz d Komitetu Integracji Europejskiej : UKIE）は２００８年６月，１４５

ページにおよぶ「ポーランド EU加盟の４年間 欧州連合加盟による社会・経済的利益とコストのバ

´ランスシート（２００４年５月１日～２００８年５月１日）」（“4 lata cz onkostwa Polski w UE. Bilans korzysci

i kosztów spo eczno−gospodarczych zwi zanych z cz onkostwem w Unii Europejskiej. 1 maja 2004 r.− 1 maja

2008 r .”）を発表した。ポーランドの欧州統合委員会は，毎年こうした評価レポートを発表してい

る。しかし，今回のレポートが対象としている期間（２００４年５月１日～２００８年５月１日）には，失業

率の大幅低下，労働移民の拡大，シェンゲン協定の適用など，ポーランドの EU加盟を評価し今後の

展望を考える上で重要な要素が含まれている。そこで，この評価レポートの内容を紹介しながら，ポ

イントを分析したい。

２．評価レポートの構成

本レポートは，移民問題，農業問題，インフラ整備問題などの懸案事項ごとに，それぞれ２０ページ

弱で評価を行っている。目次は以下の通りである１：

目 次

はじめに

要旨

Ⅰ 全般的経済状況

１．はじめに

２．経済の全般的状態

３．国際収支－貿易収支，資本収支，為替レート

４．EU加盟がポーランド経済の競争力に与えた影響－ポーランドの加盟後における対 EU貿易構造形成：
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状態

６．EU予算からの財政投入と加盟による資金流入の影響

７．EU加盟の価格への影響－価格格差収束のプロセス，EU加盟がもたらすインフレ促進要因，相対的価

格水準

８．EU加盟が住民の所得に与えた影響－所得と消費者購買力の変化の評価

９．まとめにかえて

Ⅱ 労働市場と移民

１．労働市場

� EU加盟後における EUへのポーランドの労働移民

� 移民の規模と目的地

２．移民の社会・経済状況に対する影響

� 移民のポーランド経済に与える影響

� 移民の社会的影響

３．移民のポーランド経済に与える影響

４．移民の社会的影響

５．移民政策と労働市場

６．他の新規加盟国と比較したポーランド

７．展望

８．まとめ

Ⅲ 農業

１．はじめに

２．農業

３．農産物・食品セクター

� 主要農産物市場における状態

� 生産財価格

� 地価

� 農産物・食品加工製品

４．EU予算からの資金

� 資金配分

� 共通農業政策の第一の柱を軸とした支援－直接支払いと市場介入

� 農村地域振興支援

５．共通農業政策の未来

６．まとめ

Ⅳ インフラ

１．はじめに

２．EU加盟時におけるポーランドの輸送インフラ

３．EU加盟と輸送インフラの発展

４．EU加盟の運輸需要およびインフラ変化への影響

５．EU法と輸送インフラの発展

６．EU基金と輸送インフラの発展
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３．評価レポートの要旨

本レポートの要点は次の通りである（pp．９－２２）：

１．EU加盟に対する８割近い国民の評価 ポーランド人の７８％は，ポーランドの EU加盟を支持し

ている。２００７年５月から２００８年５月までの期間，ヨーロッパレベルでも（リスボン条約の交渉），

国内的にも（２００７年秋に前倒しされた議会選挙），政治上の大きな出来事があり，これが市民の加

盟に対する評価に大きく影響してもおかしくなかったが，世論調査ではこれまで加盟に対して肯定

的に推移してきた評価が引き続き確認された。ポーランド人は，統合ヨーロッパにおけるポーラン

７．域内の他の諸国と比較した運輸投資

８．２００４－２００８年の経済的，社会的効果と凍結された投資の評価

Ⅴ 自由，安全保障，司法の分野

１．ポーランドのシェンゲン・システムへの参入と国境検査問題

２．シェンゲン基金とノルウェー基金

３．「自由の分野における２００７－２０１３年財政展望」への参加の可能性

４．安全保障と司法 プログラムと資金

５．G６における議長国としてのポーランド

６．ポーランドにおける FRONTEX事務所

７．プリュム条約の実施準備

８．自由，安全保障，司法の分野における意思決定への参加

９．安全保障の分野における文書の EUスタンダート導入

１０．欧州逮捕令と憲法改正の必要性

１１．まとめ

Ⅵ 社会的知覚の領域におけるポーランドの EU加盟後４年

１．はじめに

２．ポーランド EU加盟の受容と加盟がもたらしたチャンスの活用

３．リスボン条約

４．労働移民

５．シェンゲン圏への参入

６．まとめ

Ⅶ 外交政策，法制度問題

１．序と結論

２．外交政策

３．意思決定プロセス

４．欧州司法裁判所と第一審裁判所，および EFTA裁判所での審理におけるポーランドの関与

５．アキ・コミュのテールの国内法制度への導入

６．ポーランド市民の EU組織・機関での雇用

７．「より良い法規制」実施とそのイニシアティブ
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ドの将来を肯定的に評価している。６９％の市民は，今後１０－２０年の間は，ポーランドは EU加盟に

よって利益を得ると考えている。

２．６％を超える高い成長率と失業率低下 ２００７年５月から２００８年５月の期間に，加盟についてはじ

めての中・長期的効果が見えた。具体的には，経済成長が２００７年末には６．５％を記録した。これ

で，６％を超える高度成長は２年連続になる。同時に，失業率低下と個人の可処分所得増加傾向が

見られ，その結果消費も年間で５．２％伸びた。

３．失業率半減，外資３倍増により給与上昇 ２００３年は，失業率がまだ２０％の水準にあった。企業セ

クターの平均給与は５３７ユーロの水準にあった２。また，FDIの流入は３７億ユーロであった。EUに

加盟してからおよそ４年後の２００７年末には，これらの指標はそれぞれ，失業率－１１．４％，給与－８５０

ユーロを記録した。また，FDIは３倍以上になり，１２８億ユーロになった。このことは，EU加盟４

年足らずでポーランドの失業が半分になり，ユーロ換算で見た名目給与が５８％上昇したことを表し

ている。

４．構造基金の貢献 中・長期の加盟による効果は，ポーランド向け加盟前支援基金，構造基金によ

る支援の強化とその利用とも密接に関連している。２００７年における EU予算からのポーランド向け

支出は８０億ユーロを超えており，それはポーランドの GDPの２％以上に相当する。これらの基金

により，例えばポーランド農業の近代化，輸送インフラの開発などが進展した。EU加盟以来，EU

予算からの資金流入は分担金を上回っており，２００７年末で５２億ユーロに達している。

５．労働移民の影響による国内給与水準上昇と海外からの所得移転 ポーランド市民の「古い」加盟

国への労働移民は，経済成長にとって重要な要因であることが明らかになった。労働市場の開放

は，間接的に失業率低下に寄与し，またポーランド国内の給与引き上げ圧力にもなった。結果的

に，ポーランドの雇用者は，最も高い技能を持ったスタッフが転職して海外に出てしまうことを恐

れ賃上げせざるをえなかった。ポーランドの経済状態にとって重要な意味を持ったのは，海外で雇

用されたポーランド人による所得移転だった。ポーランド国立銀行（NBP）の試算によると，この

所得移転は２００７年だけで２００億ズウォティに達した。これは，EU加盟直前の１年間に流入した FDI

の総額を超える。

６．給与水準上昇による消費活性化とエネルギー・食糧高等によるインフレ傾向 給与水準上昇は，

より高い消費水準の達成と力強い経済発展に波及した。同時に，実需の拡大はインフレ圧力を強め

た。インフレは，２００６年に１％，２００７年に２．５％，２００８年第１四半期には４．１％を記録した。しかし

ながら，グローバルな性格を持つ現象（例えば，エネルギー・食糧価格の高騰）と，ポーランドの

EU加盟と直接関係のない国内的環境の問題がインフレの背景にある点は特記しておくべきであ

る。

７．FDI の雇用創出効果と良好な投資環境 活発で持続的な FDI流入は，EU加盟の間接的な効果で

ある。２００７年には，FDIは１２８億ユーロ近くに達した。２００４年までは国営企業民営化と関連した FDI

２ ポーランド国立銀行が発表した２００３年第４四半期平均為替レート（EUR/PLN＝３．６２３２）と２００７年第４四半期平均為
替レート（EUR/PLN＝３．６５５）換算率を適用。ポーランド国立銀行が発表した２００７年にユーロ平均為替レート（EUR/PLN
＝３．７８２９）を適用すると，給与はそれぞれ６５６ユーロ，８２１ユーロとなる。
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が主流であったが，最近はこうした FDIはわずかである。推定では，FDIによってポーランドで創

出された雇用は約１２０万人である。また，FDIの貢献により，ポーランドは液晶ディスプレー，家

電製品製造の拠点となり，また自動車の主要な輸出国になった。さらに，外国の大企業や企業グ

ループは近年，ポーランドに研究開発センターや物流センターを設立することに関心を示していた

が，昨年それが現実のものとなった。熟練度の高い労働力の存在は，こうした投資の誘因となっ

た。同時にまた，EU加盟後のポーランドが外国人投資家にとって魅力を増した理由は，投資リス

クが大幅に低下したことだろう。つまり，ビジネス環境はより安定的になり，透明性が高まったこ

とである。その結果，投資家が長期的展望を持って事業を計画できるようになった。

８．農業近代化と農業構造変革 この４年間を観察すると，ポーランドの EU加盟は，明らかに農村

の変化を促進した。農村の近代化と農業構造の変革過程を促進した。また，農村地域の振興にも貢

献した。CAPの機能と活動は生産体制の安定化をもたらし，投資活動の資金を提供して，農村の

イメージと機能を変化させた。共通市場への参入によって，EU１５および「新」加盟諸国に対し，

ポーランドの農産物が持っている比較優位を利用することが可能になった。２００７年および２００８年前

期の農産物価格上昇は，生産財価格の上昇分を補填できた。農業分野の好景気と EU予算および国

内予算からの支援は，２００７年のポーランド農民の所得を１３．７％引き上げた（他方，EU２７では平均

５．４％の上昇であった）。この効果は，かつて EU加盟にもっとも懐疑的であった農民自身が，もっ

とも良く認識している。

９．インフレ高進と経常収支大幅赤字の回避 ポーランドは，バルト諸国が経験したような，「新」

加盟国にとって避けがたいと認識されていた経済発展の道筋を避けることができた。２００４－２００６年

の間，エストニア，リトアニア，およびラトビアでは，平均経済成長率７．５％を達成したが，急速

な成長の代償として，高い消費と賃金の上昇（２００７年に平均で２４％以上）とともに，急激なインフ

レ３と危険なほど大きい経常収支赤字４が襲った。賃金の上昇は，まず労働コストの上昇を引き起こ

し，それがこれらの諸国の国際競争力を低下させた。現在の基本的マクロ経済指標を見ると，それ

らの国の経済が崩壊に至るかもしれない不安は隠しきれない。

１０．ポーランド観光経済の将来性 今のところ，旅行者数十数パーセントの増加という楽観的な予測

は実現しなかった。２００７年には，６％の増加であった。しかしながら，２００７年１１月に発行された国

別ブランド評価「Country Brand Index（CBI）」で，ポーランドが初めてリストアップされたにもか

かわらず Rising Star部門（メジャーな訪問先になりつつある国）で８位にランクインしたことは，

特記に値するだろう。このことは，ポーランドが近い将来，魅力的な観光地になるチャンスがある

ことを示している。しかしながら，ポーランドは相変わらず魅力的観光地の格付けでチェコやハン

ガリーに遅れをとっている。また，観光の GDPに占める割合はかなり低い水準にある。２００６年の

観光外貨収入は７２億米ドルで，GDPの約２％にすぎない。シェンゲン協定への参加は，ポーラン

３ ２００６年のバルト諸国の平均的インフレ率は５．５％であったが，２００７年１２月には１０％を超えており，ラトビアで１４％を
記録した。
４ ３カ国平均で，２００５年における経常収支赤字の対 GDP比は１０％であったが，２００７年第３四半期のそれは１６％近くで
あった。
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ド観光の魅力を高める上で「心理的」刺激になるといえる。

１１．１００万人の労働移民 ２００７年５月から２００８年５月の間，ポーランド人移民は主にイギリス，ドイ

ツ，およびアイルランドに向かっていた。しかし，２００８年に入るとブリテン諸島へのポーランド移

民の増加ペースは明らかに鈍化した。２００７年に，EU加盟以降の合法的なポーランド人労働移民総

数は約９０－１１０万人に達した。２００７年後半には，移民の増加数は鈍化している。

１２．労働移民の帰国傾向 世論調査によると，海外で働いているポーランド人は，次第に母国に戻り

たがる傾向を示している。一方で，労働移民に関心を持っていない人々の割合は２００３年の５３％から

２００７年の７６．３％に上昇した。観測では，ポーランドに戻る計画をしているイギリスとアイルランド

に滞在するポーランド人は，２００８年には２００７年の２倍に達すると見られる。帰国の理由は，ポーラ

ンドへの郷愁，近親者との再会，ポーランド経済の好転，個人的理由，移民先の国の通貨がズウォ

ティに対して弱含みであること，などである。帰国を希望する移民の３分の２は，ポーランドに

戻って仕事を始めるか続けたいと考えている。３分の１ほどは，学業を再開したいと考えている。

また，４分の１は起業したいと考えている。

１３．ターゲット・アーナーズと頭脳循環 ポーランド人移民の多くは，いわゆる「ターゲット・アー

ナーズ（target earners）」と呼ばれる人々で，将来ポーランドに帰ることを前提として稼ぐ目的で外

国に出ているか，または若く高等教育を受けており，グローバル・コスモポリタンとして統合され

た欧州の中でよりよい生活と可能性を求めて移動している者たちである。専門家または高い熟練度

を持つ人々の移民，とりわけ医療関係者の移民は，移民に関する議論の中でもっとも論議を呼ん

だ。現状を見ると，頭脳流出（brain drain）というよりむしろ頭脳循環（brain circulation）であると

いう多くの指摘がある。今のところ，医療関係者の大量移民は見られない。しかしながら，彼らの

移民は，とりわけ地方や，特に専門医の少ない分野などでは深刻な影響が出る。また移民に際して

は，自分の専門能力より低い仕事に従事することを余儀なくされるという問題があり，これは「専

門能力の減価償却」と呼ばれている。

１４．シェンゲン協定発効による利益 ポーランドの EU加盟４年におけるもっとも大きな出来事のひ

とつは，２００７年１２月のポーランドのシェンゲン圏参入である。これは，法規制の変更，行政・組織

の多大な努力，関連投資の実施といった多くの段階を積み上げて完成されたものである。もちろん

国家財政もこの事業と無縁ではなかったが，EUからの多大な資金提供で，国家財政への負担はそ

れほど大きくはなかった。２００８年の最初の数カ月，ビザの共通政策に関して一時的な障害が生じ

た。主に，ベラルーシ人，ウクライナ人，ロシア人のポーランド入国に関してであった。しかしな

がら，単に一般ポーランド市民だけでなく，経済にとってもこの協定が有益であることは明白だっ

た。隣接 EU４カ国との国境で待ち行列がなくなり，域内商品流通がスムーズになって，ジャス

ト・イン・タイムの配送が可能となった。

１５．運輸・交通インフラ投資と不十分な予算執行 ポーランドの EU加盟は，運輸・交通インフラの

発展にも決定的な影響があった。２００４－２００６年（加盟直前の時期を含み，予算執行は２００８年１２月３１

日まで）に，結束基金，運輸・交通セクター作業プログラム，地域振興統合プログラムからポーラ

ンドの運輸・交通セクターに共同融資される予定額は約４８億ユーロにのぼる。結束基金と地域振興
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統合プログラムからの資金は，実際には全額が消化されない（支出は予算の約７０－８０％）。この支

出水準は満足いくものではない。

１６．高速道路建設と協同一貫輸送問題 EU加盟以降（加盟直前の融資も含む），EU基金から融資さ

れた大規模な道路整備投資は，幹線高速道路，準高速道路の建設に集中投資された。プロジェクト

の大部分は，未だ建設中である。２００４－２００８年の間に完成した大規模投資は，例えば次のものがあ

る：高速道路Ａ－２コニン－ストゥリクフ区間（新規投資），高速道路Ａ－４クレシチュフ－ソシ

ニツァ（新規投資），高速道路 レグニツァ－ヴロツワフ区間（再整備），高速道路 クルチ－キヨ

ヴォ区間（再整備）。EU加盟初期における鉄道近代化と拡大に対する EU支援は，数件のプロジェ

クトにとどまった。その中では例えば，鉄道 E－２０ ジェピン－ドイツ国境区間がある。EU資金か

ら共同で支出される運輸・交通プロジェクト（２００７－２０１３年に予定された計画も含む）の問題点

は，トラック・鉄道などそれぞれ別々のシステムを持った異なる輸送・交通手段を繋ぐ協同一貫輸

送に関する投資が少ないことである。

１７．都市間および隣国とのインフラ接続への需要 ポーランドの EU加盟４年間で，ポーランド中・

東部地域とドイツおよび「古い」EU加盟諸国とのインフラ接続への需要が明白に高まった。同時

にまた，リトアニア国境からワルシャワ，ヴロツワフを通ってチェコに抜けるトランジット輸送の

需要も高まっている。さらにまた，大都市圏とその郊外を結ぶインフラ，ポーランド主要都市間を

繋ぐインフラ整備への需要が高まっている。

１８．EUの制度・意思決定システムへの統合 ポーランドの EU加盟はまた，ポーランドの EU制度

および意思決定システムへの参加でもある。最近１２ヶ月の経験を見ると，ポーランドは，EU自身

の態勢，意思決定に積極的に影響を与え，またポーランドの利益およびポーランド歴代政権の対欧

州政策における優先項目がそれと極力合致するよう努めている。それは，成功裏の終わったリスボ

ン条約の交渉，UEの東の隣人たちとの関係強化など，根本的な意義を持っている問題への対処で

あり，また華やかではないが，経済の機能，企業家の活動，「一般市民」にとって重大な意味のあ

る EUにおける法整備に向けた日々の活動である。

１９．非EU諸国と比較した地位向上 ポーランドの EU加盟によって，ポーランドの地位は非 EU諸

国に比較して強化されたが，これはポジティブな結果でありで期待されていた効果でもあった。ロ

シアによるポーランドの牛肉輸入禁止の問題解決に際して，EU諸国および EU機関が歩調を合わ

せてこの解決にあたったことは，連帯の原則の証である。

２０．さらなるEU拡大におけるポーランドの役割 ポーランドの EU加盟によって，ポーランドはさ

らなる EUの大政策継続において，新たなそして現実的な役割を担うことになった。それは，この

分野の主要な EU文書作成に関わるということにとどまらず，トルコとクロアチアとの加盟交渉の

ペースと内容，および東ヨーロッパ諸国，とりわけウクライナの欧州に対する切なる期待をサポー

トする役割を担っているということである。こうした立場にあることから，EU加盟を求める諸国

からポーランドはポジティブに見られるようになった。また，拡大政策を支持する EUのパート

ナーとのより緊密な協力関係を構築することができた。ポーランドで体制転換が成功し現時点で加

盟の利益がコストを上回っていることは，加盟を望む多くの諸国にとって改革の道を進むべきであ

２０１ポーランド欧州統合委員会評価レポート「ポーランド EU加盟の４年間」（要約とコメント 前半）
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るという重要な論拠になっている。

２１．司法での積極的な役割 ポーランドは EU司法機関との協力，なかんずく欧州司法裁判所との協

力を通じて，EU法の適用に際して疑問や対立が起こったとき，積極的に EUの利益を守るという

ことを証明した。公表されている統計にも示されているとおり，ポーランドは加盟国がアキ・コ

ミュノテールの内容に関して各国が自己の解釈を述べる手続きにおいて，もっともアクティブな国

のひとつである。現在しかしながら，EU法を国内法に導入するペースには問題がある。加盟４年

目において，ポーランドではリスボン戦略の目標のひとつについて進展が見られた。つまり，より

良い法規の制定という点においてである（制度面と財政面における法の適用と制定の簡素化）。こ

の領域における最大の成果は，行政負担を２５％削減する目標の導入と，現行法においてその負担を

定期的に測定することである。

２２．EU職員ポスト枠の充足と国内キャリア育成 ポーランド人により占められる EU職員ポストの

数，およびポーランドに割り当てられたポストの充足率で進展が見られた。２００７年４月のデータに

よると，欧州委員会ではポーランド人に割り当てられたポストの７５％が充足されている。もっとも

不満が残るのは，欧州委員会において局長級，部長級の登用がポーランド人採用枠のそれぞれ

４４％，３２％にとどまっていることである。しかしながら，その他の EU機関ではポーランド人の採

用が順調に伸びており，２００５年１１月との比較では，約９０％増加した（９５５人から１７９１人）。一方で，

EU機関におけるポーランド人雇用枠の充足は，政府行政機関からの経験を積んだ職員の流出とい

うネガティブな結果も生み出した。こうした流出の背景にあるのは，EU機関での仕事を目指して

キャリアを積むという自然なプロセスは別として，国内における公務員としての法的身分の不安定

性，ポーランドの行政機関における給与の低さなどである。これらの問題は，とりわけ２０１１年に

ポーランドが欧州連合理事会議長国になることを念頭において，早急に調整される必要がある。

４．全般的経済状況

まず，評価レポートで分析されている全般的経済状況を見ていこう。

ポーランドは，１９９０年代より�マクロ経済安定化，�金融セクターの強化，�構造改革の推進，�

EU加盟準備，の四つの柱を中心に改革を進めてきた。図１に示されたとおり，とりわけ２００６年以降

に建設，投資が伸びているのが特徴的である。特に EU加盟以降は，外国のデベロッパーによる建設

投資が活発化している。

このうち，どの程度が EU加盟による成果かを個別に切り離して分析するのは難しい。いずれにせ

よ，確実にいえるのは，EUの共通農業政策や結束基金からの資金が大きな役割を果たしていること

である。２００７年には８０億ユーロが UEからポーランドに支出されており，これはポーランドの GDP

の２％に相当する。

国際収支を見ると，EU加盟以降は経常収支の赤字が拡大しているが，資本収支は２００３年の△４，０００

万ユーロから２００７年の３４億１，７００万ユーロに改善している。また，２００７年には投資収支が大幅に改善

し２４８億１，３００万ユーロの黒字を記録した。EU加盟の効果という点からいえば，外資の流入（FDI）
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年

が促進されその大きな恩恵を受けているといえるだろう。

名目為替では，ズウォティの対ドルレートは２００１年から上昇傾向にある。一方，対ユーロでは２００４

年当初まで下落傾向にあったが，EU加盟以降上昇傾向に転じた（図２参照）。これは，外資の流入

およびバラッサ・サミュエルソン効果であると評価レポートでは分析している。

貿易では，農産物に対する関税が撤廃されることによって，短期的には EU域内の輸出が拡大する

ことが予想される。また，第三国に対しても同時に貿易障壁が低められるため，第三国への輸出も拡

大する。一方で，長期的に見ればこれらの国との貿易では，経済が急速に成長する中で消費需要が伸

びまたズウォティが強くなるため，輸入が大きく伸びることが予想される。地域別貿易構造は，EU

加盟後，EU先進諸国のシェアが減少し（とりわけ輸入），新興諸国，中東欧諸国のシェアが徐々に

拡大している。また，２００６年以降，輸入の伸び率が再び高まっている。理由は，ポーランドの経済成

図１ ポーランドの GDP ２０００－２００７年

棒グラフ －各年，左より 粗付加価値，工業，建設，サービス，国内需要，総消費，個人消費，
粗貯蓄，粗固定資産投資

折れ線グラフ－GDP成長率
出所：ポーランド中央統計局（GUS）のデータに基づき作成。

図２ ズウォティの対ドル，対ユーロ名目為替レート ２０００－２００７年

ズウォティ

濃い線－ズウォティ／１ユーロ 薄い線－ズウォティ／１ドル
出所：ポーランド中央統計局（GUS）のデータに基づき作成。
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長率が高まったこと，ズウォティ高により輸入外国製品の割安感が出てきたことなどによる。

FDIは，新規加盟諸国の中では特にポーランドに集中している（図３参照）。ポーランドへの FDI

は，２００６年に１５０億ユーロでピークに達し（GDPの５．５％），２００７年にも１２８億ユーロを記録した。特

に EU加盟以降のポーランドは，投資環境が安定し，外国投資家にそのことが高く評価された。２００３

年における EU１５からの FDIは全体の７４．１％であった。２００７年は約８５％にのぼる。これも EU加盟の

恩恵といえよう。

図４に示したとおり，EUからポーランドへの財政支出は一貫して増加し，２００７年には８０億ユーロ

を超えている。これからポーランドの負担金を差し引いても，収支は５２億ユーロである。２００７年の対

ポーランド FDIが１２８億ユーロであることと比較すれば，EUからポーランドへの財政支出がいかに

大きいかわかる。このほか，イギリスやアイルランドなどへ出て行った出稼ぎ労働者からの送金は，

２００７年で２００億ズウォティ以上に達した。その中で，米国のシェアは低下している。

図３ EU新規加盟諸国への海外直接投資 ２００４－２００６年（百万ドル）

ハンガリー チェコ ポーランド スロヴァキア スロベニア エストニア リトアニア ラトヴィア キプロス マルタ

各国とも左から２００４年，２００５年，２００６年。
出所：UNCTAD, World Investment Report 2007.

図４ ポーランド・EU間の資金の流れ ２００４－２００７年（単位：１００万ユーロ）

左より，ポーランドへの支出，ポーランドの負担金，収支
出所：財務省データに基づき算定。
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EU加盟の消費物価への影響を見てみると，２００４年には３．５％の上昇であったが（うち：ガソリン

１２．４％，食料６．７％，家庭用品・サービス３．７％），２００６年には１％程度に低下した。こうしたレベル

の影響は，ほとんどの EU新規加盟国に共通しており，また新規ユーロ導入国でも同じレベルの物価

上昇が見られる。

一方，２００４年の可処分所得は２００３年に比較して０．２％減少したが，うち農民のそれは８．７％増加し

た。また，２００６年には平均８．５％増加した。EU加盟によってもっとも可処分所得を増やしたのは，

農民であった。

５．労働市場と労働移民

２００７年は，ポーランドの労働市場にとってターニングポイントであった。表１に示されたとおり，

２００５年第３四半期に１７．４％であった失業率は，２００７年第２四半期には９．８％にまで改善している。と

りわけ，建設部門で２００５年から急速な雇用の増加が見られる（２００４年までは雇用が減少していた）。

一方で，農業部門では就労者数が低下し，現在，農業従事者は２３０万人に減少している。

この雇用改善の背景には，急速な経済成長がある。２００７年の GDP成長率は６．５％に達した。企業労

働者の平均給与は，平均２，８８８ズウォティで，前年比９．２％の上昇であった。

しかし，全般的な改善は見られるものの，依然として地域格差は大きい。２００７年末の失業率は，ワ

ルシャワのあるヴィエルコポルスカ県で８．０％であったが，隣のヴァルミア・マズーリ県では１９．０％

であった。

地域振興省のデータによると，EUの構造基金によって２００４年末から２００６年末までに３１万７，０００の

雇用が創出された。

２００４年５月１日の EU拡大によって，新たに７，５００万人が EU圏に加わった。その中の多くが，EU

表１ ２００５年～２００７年における経済活動率，雇用率，失業率の変化

２００５／Q３ ２００５／Q４ ２００６／Q１ ２００６／Q２ ２００６／Q３ ２００６／Q４ ２００７／Q１ ２００７／Q２

経済活動率 ５５．７ ５５．２ ５３．５ ５３．６ ５４．５ ５４．１ ５３．２ ５３．５

雇用率 ４６．０ ４５．９ ４４．９ ４６．１ ４７．４ ４７．５ ４７．２ ４８．４

失業率 １７．４ １６．７ １６．１ １４．１ １３．０ １２．２ １１．３ ９．６

雇用者数 １４，３５９ １４，３９０ １４，０９８ １４，４５９ １４，９２６ １４，９１１ １４，８３９ １５，１５２

失業者数 ３，０１７ ２，８９３ ２，７０１ ２，３６５ ２，２３７ ２，０７６ １，８９４ １，６０２

不活動者数 １３，８４１ １４，０５１ １４，５７５ １４，５３７ １４，３１９ １４，３９４ １４，７２６ １４，５８４

´（注）①経済活動率（Wspó czynnik aktywnosci zawodowej，economic activity rate）に関しては，中央統計局は２００６年１月
１日から就業者（就労者）の定義を EU規則に則って厳格な方向で変更したため，経済活動者の範囲が２００６年以
前のものよりも狭められる結果となった。
②構成比の単位は％，人数の単位は１，０００人。
③本表は，経済省が実施する労働力調査 LFSの結果に基づいて作成されている。

原典：Rocznik statystyczny 2005~2007, Warszawa GUS : Biuletyn statystyczny 2007, Warszawa : GUS, Nr. 1~9.
出所：家本博一「EU加盟以降におけるポーランド労働市場の現実��その特徴と問題点（特集 ポーランド��統合

の道程と道標）」，『ロシア・ユーラシア経済』（ユーラシア研究所），（９０７），２００８年２月，pp．２－１８．
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表２ ２００４年５月１日以降，西欧へ向かったポーランド人の規模

調査機関 ポーランド労働省 カトリック教会 マスコミ ポーランド専門家 ECAS＊レポート

千人 ６６０ １０００ ２０００～４０００ １２００ １１２０

出所：抜井宏樹「ポーランドの出稼ぎ移民問題」，『ロシア・ユーラシア経済』（ユーラシア研究所），（９０３），２００７年１０
月，pp．４３－４７．

２５における一人あたり GDP平均の約半分の経済力であった。これらの諸国が EUに統合されたこと

によって，労働力が流動化し，ポーランド人は２００４－２００７年の間に推定１００万人程度が新たに移民し

た（表２参照）。

結果的に，これらの国々に労働市場を開放したのは，当初スウェーデン，アイルランド，イギリス

だけであった。２年後の２００６年５月に，フィンランド，スペイン，ポルトガルが労働市場を開放し

た。また，同年６月にイタリアが続いた。２００７年には，オランダ，ルクセンブルグが労働市場を開放

した。残りの諸国は５年以内（２００９年まで）に労働市場を開放しなければならない（特別な事情があ

ればさらに２年間の追加期間も設定できる）。

こうした段階的な開放によって，ポーランド人の出稼ぎ移民先に変化が現れた。伝統的にドイツ，

米国，イタリアがポーランドの出稼ぎ移民先であったが，（ドイツは相変わらず多いものの）あらた

にイギリス，アイルランドが主要な移民先になった。

世論調査センター CBOSのアンケート調査によると，約１８％のポーランド人が，外国での就職に

関心を持っている。しかし，他の調査では，海外での就職を希望するものの，多くのポーランド人が

自分自身の能力は悲観的にとらえていることが明らかになった。労働移民のモティべーションは，何

よりも報酬の高さである。多くの移民希望者が，２－３年後にはポーランドに戻りたいと考えてい

る。

次に，労働移民の社会・経済的影響を見てみよう。マスコミで騒がれているのとは対照的に，労働

移民はポーランドの労働市場の構造にあまり影響を与えていない。しかしながら，局部的に様々な問

題を生み出している。まず，中間管理職の人手不足が深刻化している。企業の３分の２が中間管理職

不足という問題を抱えている。このことは，ポーランドの企業に対し賃上げ圧力となっている。KPMG

が海外で職を探そうとしている人を対象に行った調査では，アンケートの答えた人の多くが，もし現

在の給与が１０－３０％引き上げられたら現在の仕事に残ると回答している。技術者，専門家，医療関係

者の移民も深刻である。保健省２００６年レポートによると，２００６年中葉で，ポーランドの医療保険機関

で医者４，０００人分，看護師・助産師３，５００人分の空席がある。

こうした現状に対して，ウクライナ等から労働力を大量にポーランドに受け入れようという議論が

ある。これに対して『評価レポート』は，移出により国内で人手不足になった分野と，東から入って

こようとする労働力とは必ずしも分野がマッチしないので，安易に外国からの労働力受け入れで補お

うと考えるべきではないと指摘している。

２０６ 田 口 雅 弘
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